
　平成26年4月1日より消費税率が5％から8％へ引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金の増収分（社会保障財源化分）に

ついては、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。

　六ヶ所村の平成28年度一般会計決算における地方消費税交付金（社会保障財源化分）の充当状況については次のとおりです。

74,881 千円

3,057,095 千円

（単位：千円）

地方消費税
交付金

（社会保障
財源化分）

障害者福祉事業
（自立支援事業等）

318,612 213,337 0 349 3,738 101,188

高齢者福祉事業
（老人保護措置費等）

160,750 1,844 0 4,626 5,932 148,348

児童福祉事業
（子育て支援事業）

1,337,138 195,111 0 68,547 22,614 1,050,866

母子福祉事業
（ひとり親等医療費助成事業等）

4,994 0 0 0 202 4,792

その他 29,509 1,678 0 0 5,913 21,918

小　計 1,851,003 411,970 0 73,522 38,399 1,327,112

国民健康保険事業
（繰出金）

481,009 99,286 0 0 11,883 369,840

介護保険事業
（繰出金）

183,318 0 0 0 4,955 178,363

後期高齢者医療事業
（繰出金）

31,234 20,227 0 0 3,060 7,947

その他 51,272 0 0 0 2,069 49,203

小　計 746,833 119,513 0 0 21,967 605,353

地域医療対策事業
（負担金・交付金・繰出金等）

268,116 2,382 0 0 11,257 254,477

疾病予防対策事業
（予防接種事業等）

30,160 0 0 0 224 29,936

健康増進事業
（がん検診事業等）

160,983 1,379 0 1,945 3,035 154,624

小　計 459,259 3,761 0 1,945 14,516 439,037

3,057,095 535,244 0 75,467 74,882 2,371,502

※社会保障財源分の地方消費税交付金については、各事業に要する一般財源の比率に応じ按分して充当しています。

地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費

【歳入】　地方消費税交付金（社会保障財源分）

【歳出】　地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費　　　　　　　　　　

合　　計

社会福祉

社会保険

保健衛生

その他

分　類 事　業　名
平成28年度
決算額
（経　費）

財　源　内　訳

特　定　財　源 一　般　財　源

国県支出金 村債 その他


